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議案第７９号

 上尾市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市行政組織条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和６年１２月２日提出

上尾市長  畠 山  稔

上尾市行政組織条例の一部を改正する条例 

上尾市行政組織条例（平成１６年上尾市条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 

子ども未来部の項を次のように改める。

こども未来部 

(1) 児童及びひとり親家庭の福祉に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 子育て支援に関すること。

(4) 青少年に関すること。

附 則

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 （上尾市青少年問題協議会設置条例等の一部改正） 

２ 次に掲げる条例の規定中「子ども未来部」を「こども未来部」に改める。

(1) 上尾市青少年問題協議会設置条例（昭和３０年上尾市条例第２６号）

第９条

(2) 上尾市議会委員会条例（昭和４５年上尾市条例第１９号）第２条第２

項第４号

(3 ) 上尾市子ども・子育て会議条例（平成２５年上尾市条例第３１号）

第８条

提案理由

子ども未来部の名称を変更するほか、同部の分掌する事務を見直したい

ので、この案を提出する。 
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議案第８０号 

   上尾市こども保健センター条例の制定について 

上尾市こども保健センター条例を次のように定める。 

  令和６年１２月２日提出 

上尾市長  畠 山  稔     

上尾市こども保健センター条例 

（設置） 

第１条 母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、上尾市

こども保健センター（以下「センター」という。）を上尾市緑丘二丁目１

番２７号に設置する。 

（業務） 

第２条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

 (1) 健診室、会議室及び多目的室（以下「施設」という。）の利用に関す

ること。 

 (2) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（利用の許可） 

第３条 施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場

合は、これをしてはならない。 

 (1) センターの管理上支障があると認められるとき。 

 (2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

 (3) その他センターの設置目的に反すると認められるとき。 

３ 市長は、第１項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許

可に係る利用について条件を付することができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第４条 前条第１項の許可を受けた者（以下「利用権利者」という。）は、

その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第５条 市長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当する場合又はセン

ターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、
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若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。 

 (1) 第３条第３項の規定による条件に違反したとき。 

 (2) 前条の規定に違反したとき。 

 (3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。 

２ 市は、利用権利者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の

処分によって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に附則第４項の規定

による改正前の上尾市保健センター条例（昭和５６年上尾市条例第８号。

以下「旧保健センター条例」という。）の規定により市長がした利用の許

可その他の処分（施行日以後の上尾市東保健センターの利用に係るものに

限る。）は、施行日以後におけるこの条例の適用については、この条例の

相当規定に基づいて市長がした利用の許可その他の処分とみなす。 

３ 施行日前に旧保健センター条例の規定により市長に対してされた申請そ

の他の行為（上尾市東保健センターに係るものに限る。）は、施行日以後

におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定に基づいて市長

に対してされた申請その他の行為とみなす。 

 （上尾市保健センター条例の一部改正）  

４ 上尾市保健センター条例の一部を次のように改正する。  

  題名を次のように改める。  

    上尾市健康保健センター条例  

  第１条中「上尾市保健センター」を「上尾市健康保健センター」に改め、

「）を」の次に「上尾市春日二丁目１０番３３号に」を加える。  

  第１条の２を削る。  

  第６条中「定めるもの」を「定めるものの」に改める。  
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（上尾市保健センター条例の一部改正に伴う経過措置）  

５ 施行日前に旧保健センター条例の規定により市長がした利用の許可その

他の処分（施行日以後の上尾市西保健センターの利用に係るものに限る。）

は、施行日以後における前項の規定による改正後の上尾市健康保健センタ

ー条例（以下「新保健センター条例」という。）の適用については、新保

健センター条例の相当規定に基づいて市長がした利用の許可その他の処分

とみなす。  

６ 施行日前に旧保健センター条例の規定により市長に対してされた申請そ

の他の行為（上尾市西保健センターに係るものに限る。）は、施行日以後

における新保健センター条例の適用については、新保健センター条例の相

当規定に基づいて市長に対してされた申請その他の行為とみなす。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

母子保健に関する包括的な支援を行うため、上尾市こども保健センター

を設置したいので、この案を提出する。
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議案第８１号 

   上尾市多文化共生推進委員会条例の制定について 

 上尾市多文化共生推進委員会条例を次のように定める。 

  令和６年１２月２日提出 

                   上尾市長  畠 山  稔     

   上尾市多文化共生推進委員会条例 

 （設置） 

第１条 本市における多文化共生に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、上尾市多文化共生推進委員会（以下「委員会」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議す

る。 

 (1) 上尾市多文化共生推進計画（本市における多文化共生の推進に関する

計画をいう。次号において同じ。）の策定及び変更に関すること。 

 (2) 上尾市多文化共生推進計画に基づく施策の推進に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、多文化共生の推進に関し市長が必要と認

める事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 (1) 学識経験を有する者 

 (2) 各種団体を代表する者 

 (3) 多文化共生に関し知識又は経験を有する市民で、公募により選考した

もの 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、委嘱された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （委員長及び副委員長） 
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第５条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を

代理する。

 （会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、議長の決するところによる。

（関係者の会議への出席等） 

第７条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、

関係者に対して、資料の提出を求め、又は会議への出席を求めてその意見

若しくは説明を聴くことができる。 

（報告） 

第８条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会における調査審議の

状況を市長に報告するものとする。

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、市民生活部において処理する。

（委任）

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

委員会が定める。

 附 則

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

２  上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年上尾市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

  第１条の２第３３号の８を次のように改める。

(3 3 )の８ 多文化共生推進委員会委員
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  別表第１の３３の８の項を次のように改める。 

３３ 

の８ 

多文化共生推進委員会 

 委員長 

 委員 

 

日額 ７，０００円 

日額 ６，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

本市における多文化共生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、附属機関として上尾市多文化共生推進委員会を設置したいので、この

案を提出する。
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議案第８２号

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年１２月２日提出

上尾市長  畠 山  稔

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。

  第１６条の２第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．

５」に改め、同条第３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２

７．５」に、「１００分の６８．７５」を「１００分の７１．２５」に改

める。 

  第１６条の５第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の

１０７．５」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００

分の５１．２５」に改める。 

  別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

  給料表

職
員
の
区
分

職務

の級 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

給料 

月額 

円 円 円 円 円 円 円

1 183,500 261,300 282,800 307,400 311,000 337,200 366,300 

2 184,600 262,300 285,100 309,700 313,600 339,700 369,400 

3 185,800 263,300 287,400 312,000 316,200 342,200 372,500 

4 186,900 264,300 289,700 314,300 318,800 344,700 375,600 
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定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

5 188,000 265,300 291,800 316,600 321,400 347,000 378,700 

6 189,700 266,300 294,100 318,900 324,000 349,500 381,800 

7 191,300 267,300 296,400 321,200 326,600 352,000 384,900 

8 192,900 268,300 298,700 323,500 329,200 354,500 388,000 

9 194,500 269,300 300,800 325,800 331,800 356,800 391,100 

10 196,200 270,300 303,100 328,100 334,400 359,300 394,200 

11 197,800 271,300 305,400 330,400 337,000 361,800 397,300 

12 199,400 272,300 307,700 332,700 339,600 364,300 400,400 

13 201,000 273,300 309,800 335,000 342,200 366,600 403,500 

14 202,700 274,300 311,500 336,900 344,800 369,100 406,600 

15 204,400 275,300 313,200 338,700 347,400 371,600 409,700 

16 206,100 276,400 314,700 340,500 350,000 374,100 412,800 

17 207,400 277,400 316,100 342,200 352,600 376,400 415,900 

18 209,000 278,700 317,400 343,900 355,200 378,900 419,000 

19 210,600 280,000 318,700 345,500 357,800 381,400 422,100 

20 212,100 281,200 320,000 347,200 360,400 383,900 425,200 

21 213,600 282,500 321,300 348,800 363,000 386,200 428,300 

22 215,200 283,800 323,100 350,500 365,600 388,700 431,400 

23 216,800 285,000 324,900 352,100 368,200 391,200 434,500 

24 218,400 286,200 326,600 353,700 370,800 393,700 437,600 

25 220,000 287,300 328,300 355,200 373,400 396,000 440,700 

26 221,700 288,500 330,000 356,900 376,000 398,500 443,800 

27 223,000 289,800 331,700 358,500 378,300 401,000 446,900 

28 224,300 291,100 333,400 360,100 380,500 403,500 450,000 

29 225,600 292,400 335,000 361,700 382,400 405,800 453,100 

30 226,700 293,400 336,700 363,500 384,700 408,300 456,200 

31 227,800 294,400 338,400 365,000 386,800 410,800 459,300 

32 228,900 295,500 340,000 366,600 388,800 413,300 462,400 

33 230,000 296,600 341,500 368,000 390,800 415,600 465,500 

34 231,500 297,800 343,100 369,600 393,100 418,000 468,600 
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員

以

外

の

職

員

35 233,000 298,900 344,700 371,200 395,300 420,500 471,600 

36 234,500 300,100 346,200 372,700 397,500 422,900 474,600 

37 236,000 301,300 347,600 374,600 399,700 424,800 477,600 

38 237,500 302,600 349,300 376,500 402,000 426,900 480,600 

39 239,000 303,900 350,900 378,400 404,200 429,000 483,600 

40 240,500 305,200 352,500 380,200 406,500 431,200 486,700 

41 242,000 306,500 353,700 381,700 408,300 433,100 489,400 

42 243,400 307,800 355,200 383,500 410,200 435,200 492,500 

43 244,800 309,100 356,700 385,200 412,100 437,300 495,500 

44 246,200 310,400 358,200 386,800 413,900 439,200 498,600 

45 247,400 311,700 359,900 388,500 415,700 440,900 501,300 

46 248,600 313,000 361,700 389,900 417,500 442,700 503,600 

47 249,800 314,300 363,400 391,300 419,300 444,600 505,900 

48 251,000 315,400 365,100 392,700 421,100 446,500 508,200 

49 252,100 316,300 366,500 394,100 422,700 448,300 510,200 

50 253,200 317,600 367,800 395,300 424,200 450,100 511,600 

51 254,300 318,900 369,000 396,500 425,700 451,900 513,100 

52 255,400 320,200 370,400 397,500 427,200 453,600 514,500 

53 256,400 321,400 371,500 398,600 428,700 455,400 515,700 

54 257,400 322,700 372,400 399,800 430,000 456,900 

55 258,400 323,900 373,400 400,900 431,300 458,300 

56 259,400 325,100 374,500 402,000 432,500 459,800 

57 260,400 326,400 375,300 402,700 433,700 461,200 

58 261,300 327,500 376,200 403,400 435,000 462,500 

59 262,200 328,600 377,100 404,100 436,300 463,800 

60 263,100 329,700 377,900 404,800 437,500 465,000 

61 263,900 330,400 378,700 405,400 438,700 466,000 

62 264,700 331,300 379,500 406,000 439,500 466,700 

63 265,500 332,000 380,300 406,500 440,300 467,400 

64 266,300 332,800 381,000 406,900 441,100 468,100 
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65 267,000 333,600 381,700 407,300 441,700 468,800 

66 267,800 334,000 382,400 407,500 442,300 469,500 

67 268,600 334,600 383,100 407,800 442,900 470,100 

68 269,300 335,300 383,800 408,100 443,500 470,700 

69 270,000 336,100 384,300 408,400 444,200 471,200 

70 270,800 336,800 384,900 408,700 445,000 471,800 

71 271,600 337,500 385,500 409,000 445,400 472,400 

72 272,300 338,100 386,200 409,300 446,100 473,000 

73 273,000 338,600 386,600 409,500 446,600 473,500 

74 273,800 339,200 387,200 409,800 447,000 

75 274,600 339,700 387,800 410,100 447,400 

76 275,300 340,300 388,300 410,400 447,800 

77 276,000 340,600 388,700 410,600 448,200 

78 276,700 341,100 389,300 410,900 448,600 

79 277,400 341,500 389,900 411,200 449,000 

80 278,100 341,900 390,400 411,500 449,300 

81 278,800 342,300 390,800 411,700 449,600 

82 279,500 342,800 391,300 412,000 450,000 

83 280,200 343,300 391,800 412,300 450,300 

84 280,900 343,800 392,400 412,500 450,600 

85 281,500 344,100 392,700 412,700 450,900 

86 282,200 344,500 393,100 413,000 

87 282,800 344,900 393,500 413,300 

88 283,500 345,300 393,900 413,500 

89 284,100 345,600 394,200 413,700 

90 284,800 346,000 394,500 414,000 

91 285,400 346,400 394,800 414,300 

92 286,100 346,800 395,000 414,500 

93 286,700 347,000 395,200 414,700 

94 347,400 395,500 415,000 

-11-



95 347,800 395,800 415,300 

96 348,200 396,000 415,500 

97 348,400 396,200 415,700 

98 348,800 396,500 

99 349,200 396,800 

100 349,500 397,000 

101 349,800 397,200 

102 350,200 397,500 

103 350,600 397,800 

104 351,000 398,000 

105 351,500 398,200 

106 351,900 

107 352,300 

108 352,700 

109 353,200 

110 353,600 

111 353,900 

112 354,200 

113 354,700 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

基準給

料月額

  円

219,500 

円 

260,000 

円 

294,900 

円 

320,600 

円 

362,700 

円 

396,200 

円 

448,000 

第２条 上尾市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

  第１６条の２第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」

に、「１００分の７１．２５」を「１００分の７０」に改める。 

  第１６条の５第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の
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１０５」に改め、同項第２号中「１００分の５１．２５」を「１００分の

５０」に改める。 

（上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第３条 上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２２年上尾

市条例第３号）の一部を次のように改正する。

  第７条第１項の表１の項中「３８０，０００」を「３９２，０００」に

改め、同表２の項中「４２７，０００」を「４４０，０００」に改め、同

表３の項中「４７７，０００」を「４９２，０００」に改め、同表４の項

中「５３９，０００」を「５５５，０００」に改め、同表５の項中「６１

５，０００」を「６３４，０００」に改める。 

  第８条第１項の表給料月額（円）の項中「１８７，３００」を「２１３，

６００」に、「２１６，２００」を「２１９，５００」に、「２５６，２

００」を「２６０，０００」に改める。

  第１０条第４項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

第４条 上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

  第１０条第１項中「、第１２条の２」を削り、「、第１５条の２及び第

１６条の５」を「及び第１５条の２」に改め、同条第４項中「第１６条及

び第１６条の２」を「第１６条、第１６条の２及び第１６条の５」に、「

１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の１７５」を「１００分の

１２５」とあるのは「１００分の９５」と、給与条例第１６条の５第２項

第１号中「１００分の１０５」とあるのは「１００分の７７．５」に改め

る。 

 附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定

は、令和７年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例（以下「改

正後の給与条例」という。）別表第１の規定並びに第３条の規定による改

正後の上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「改正後の
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任期付職員条例」という。）第７条第１項の表及び第８条第１項の表の規

定は、令和６年４月１日から適用する。

３ 改正後の給与条例第１６条の２第２項及び第３項並びに第１６条の５第

２項の規定並びに改正後の任期付職員条例第１０条第４項の規定は、令和

６年１２月１日から適用する。

（給与の内払）

４ 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の上尾市職員の給与に関する条例又

は第３条の規定による改正前の上尾市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又

は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

（市規則への委任）

５ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則

で定める。

提案理由

人事院勧告に準じて、市職員の給与改定を行いたいので、この案を提出

する。
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議案第８３号

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

  令和６年１２月２日提出

上尾市長  畠 山  稔

 市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例

第１条 次に掲げる条例の規定中「１００分の２２５」を「１００分の２３

５」に改める。

(1) 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２号）

第５条第２項

(2) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年上尾市条例第３号）第５条第２項

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５

号）第５条第２項 

第２条 次に掲げる条例の規定中「１００分の２３５」を「１００分の２３

０」に改める。

(1) 市長及び副市長の給与等に関する条例第５条第２項

(2) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条第２

項

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例第５条第２項

附 則

 （施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７

年４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例、上

尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育委員会教

育長の給与等に関する条例の規定は、令和６年１２月１日から適用する。

（期末手当の内払）

３ 第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例、上
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尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は教育委員会教

育長の給与等に関する条例（以下「改正後の各条例」という。）の規定を

適用する場合においては、第１条の規定による改正前の市長及び副市長の

給与等に関する条例、上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例又は教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払

とみなす。 

提案理由

市職員に支給する期末手当及び勤勉手当の支給割合の引上げに準じて、

市長、副市長、議会の議員及び教育長に支給する期末手当の支給割合を引

き上げたいので、この案を提出する。
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議案第８４号

 上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について

上尾市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和６年１２月２日提出

 上尾市長  畠 山  稔

 上尾市税条例の一部を改正する条例

 上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第

６項とし、同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項中「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第

４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項と

し、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者

を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年

の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次

項の規定による申告書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当

該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）に記載した事項と異動

がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は

法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異

動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

附則第７条の７第１項第１号中「第五号」を「第５号」に改める。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の上尾市税条例（以下「新条例」という。）第３

６条の３の２第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべ

き新条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下「給与」という。）
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について提出する同項の規定による申告書について適用し、同日前に支払

を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書については、

なお従前の例による。 

提案理由

地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税に関し扶養親族等申告書の記

載事項の簡素化に係る規定を整備したいので、この案を提出する。
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議案第８５号

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和６年１２月２日提出

上尾市長  畠 山  稔

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第３条第１項中「１００分の６．８」を「１００分の７．２」に改める。 

第４条中「３万１，０００円」を「３万８，０００円」に改める。 

第５条中「１００分の２．４」を「１００分の２．７」に改める。 

第５条の２中「１万３，０００円」を「１万５，０００円」に改める。 

第６条中「１００分の２．１」を「１００分の２．４」に改める。 

第７条中「１万５，０００円」を「１万７，０００円」に改める。 

第１９条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第１号ア中

「２万１，７００円」を「２万６，６００円」に改め、同号イ中「９，１０

０円」を「１万５００円」に改め、同号ウ中「１万５００円」を「１万１，

９００円」に改め、同項第２号ア中「１万５，５００円」を「１万９，００

０円」に改め、同号イ中「６，５００円」を「７，５００円」に改め、同号

ウ中「７，５００円」を「８，５００円」に改め、同項第３号ア中「６，２

００円」を「７，６００円」に改め、同号イ中「２，６００円」を「３，０

００円」に改め、同号ウ中「３，０００円」を「３，４００円」に改め、同

条第２項第１号ア中「４，６５０円」を「５，７００円」に改め、同号イ中

「７，７５０円」を「９，５００円」に改め、同号ウ中「１万２，４００円」

を「１万５，２００円」に改め、同号エ中「１万５，５００円」を「１万９，

０００円」に改め、同項第２号ア中「１，９５０円」を「２，２５０円」に

改め、同号イ中「３，２５０円」を「３，７５０円」に改め、同号ウ中「５，

２００円」を「６，０００円」に改め、同号エ中「６，５００円」を「７，

５００円」に改める。 

 附 則
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の上尾市国民健康保険税条例の規定は、令和７年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。 

提案理由

地方税法施行令の一部改正を踏まえ本市における国民健康保険税の賦課

限度額を引き上げるほか、埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）に基づ

き税率を見直したいので、この案を提出する。
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議案第８６号  

   上尾市下水道条例の一部を改正する条例の制定について  

 上尾市下水道条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和６年１２月２日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

   上尾市下水道条例の一部を改正する条例  

 上尾市下水道条例（昭和５０年上尾市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。  

 第４条第１号中「のます」を「の取付管」に、「公共ます等」を「取付管

等」に改め、同条第２号及び第３号中「公共ます等」を「取付管等」に改め

る。  

 第７条中「。第８条の２において同じ」を削り、同条ただし書中「市にお

いて工事を実施するとき」を「規則で定める場合」に改める。  

 第８条の２第１号中「専属の責任技術者（」を「営業所又は店舗ごとに、」

に、「者をいう。（以下この章において同じ」を「者（以下この章において

「責任技術者」という」に、「有している」を「選任している」に改め、同

号に次のただし書を加える。  

   ただし、県内の他の営業所又は店舗について兼任することを妨げない。  

 第８条の１０第２項第５号中「専属する」を「選任した」に改める。  

 第８条の１２を次のように改める。  

第８条の１２  削除  

 第８条の１９第３項中「、第８条の１２第１項に規定する場合を除き」を

削る。  

第９条第１項第１号中「以下」を「未満」に改め、同項第２号中「５以上

９以下」を「５を超え９未満」に改め、同項第３号、第４号、第６号及び第

７号中「以下」を「未満」に改める。  

第１０条第１項第１号中「以下」を「未満」に改め、同項第２号中「５以

上９以下」を「５を超え９未満」に改め、同項第４号中「以下」を「未満」

に改める。  

第１１条第１項第２号及び第３号中「以下」を「未満」に改め、同項第４

号中「５以上９以下」を「５を超え９未満」に改め、同項第５号、第６号、
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第８号及び第９号中「以下」を「未満」に改め、同条第２項中「以下」」を

「未満」」に、「５以上」を「５を超え」に、「５．７以上」を「５．７を

超え」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市下水道条例（以下「新条例」という。）

第４条及び第７条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。

）以後に行う排水設備（新条例第２条第５号に規定する排水設備をいう。

以下同じ。）の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）について

適用し、施行日前に行う排水設備の新設等については、なお従前の例によ

る。  

３  新条例第８条の２の規定は、施行日以後に指定工事店（新条例第７条に

規定する指定工事店をいう。以下同じ。）の指定について適用し、施行日

前に行う指定工事店の指定については、なお従前の例による。  

４  新条例第８条の１０の規定は、施行日以後に新条例第８条の２各号に掲

げる要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若

しくは休止しようとするときについて適用し、施行日前にこの条例による

改正前の上尾市下水道条例第８条の２各号に掲げる要件を欠くに至ったと

き、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとすると

きについては、なお従前の例による。  

５  新条例第９条から第１１条までの規定は、施行日以後に下水を排除する

者について適用し、施行日前に下水を排除する者については、なお従前の

例による。  

 

 

 

提案理由  

国が進める規制の見直し等を踏まえ、下水道指定工事店の要件を見直す

ほか、所要の改正を行いたいので、この案を提出する。  
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議案第８７号

専決処分の承認を求めることについて

令和６年度上尾市一般会計補正予算（第４号）について、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、その承認を求める。

令和６年１２月２日提出

上尾市長  畠 山  稔

提案理由

令和６年１０月９日に衆議院が解散されたことに伴い、その選挙費を計

上した令和６年度上尾市一般会計補正予算（第４号）を緊急に編成する必

要が生じ、同日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より、この案を提出する。
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専
決

処
分

書
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E

 
令
和
６
年
度
上
尾
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
１
７
９
条
第
１
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

専
決
処
分
す
る
。
 

令
和
６
年
１
０
月
９
日
 

上
尾

市
長

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 畠
山

稔
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令
和
６
年
度
上
尾
市
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）
 

第
１
条

  
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
７
９
，
４
２
３
千
円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
２
，
９
０
３
，
８
０
７
千
円
 

と
す
る
。
 

２
 
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出
予
算
の
金
額
は
、
「
第
１
表
 
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。
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第
 
１
 
表
 
 
歳
 
 
入
 
 
歳
 
 
出
　
予
 
 
算
 
 
補
 
 
正

歳
　
入

単
位

：
千

円

款
項

補
正

前
の

額
補

正
額

計

 
1
6
県

支
出

金
6
,
1
0
1
,
3
7
2

7
9
,
4
2
3

6
,
1
8
0
,
7
9
5

 
 
3
委

託
金

3
9
8
,
6
8
6

7
9
,
4
2
3

4
7
8
,
1
0
9

歳
入

合
計

8
2
,
8
2
4
,
3
8
4

7
9
,
4
2
3

8
2
,
9
0
3
,
8
0
7

歳
　

出
単

位
：

千
円

款
項

補
正

前
の

額
補

正
額

計

2
総

務
費

8
,
4
8
3
,
3
8
5

7
9
,
4
2
3

8
,
5
6
2
,
8
0
8

4
選

挙
費

4
0
,
8
6
8

7
9
,
4
2
3

1
2
0
,
2
9
1

歳
 
出

 
合

 
計

8
2
,
8
2
4
,
3
8
4

7
9
,
4
2
3

8
2
,
9
0
3
,
8
0
7
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歳
　
入
　
歳
　
出
　
補
　
正
　
予
　
算
　
事
　
項
　
別

　
明
　
細
　
書

１
 
 
総
　
括

（
歳

　
入

）
単

位
：

千
円

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

 
1
6
県

支
出

金
6
,
1
0
1
,
3
7
2

7
9
,
4
2
3

6
,
1
8
0
,
7
9
5

歳
入

合
計

8
2
,
8
2
4
,
3
8
4

7
9
,
4
2
3

8
2
,
9
0
3
,
8
0
7

（
歳

　
出

）
単

位
：

千
円

補
　

正
　

額
　

の
　

財
　

源
　

内
　

訳

款
補

正
前

の
額

補
正

額
計

特
 
　

 
 
 
定

 
　

 
 
 
 
財

源

国
県

支
出

金
地

 
 
方

 
 
債

そ
 
 
の

 
 
他

2
総

務
費

8
,
4
8
3
,
3
8
5

7
9
,
4
2
3

8
,
5
6
2
,
8
0
8

7
9
,
4
2
3

0
0

0

歳
 
 
 
 
 
出

 
 
 
 
 
合

 
 
 
 
 
計

8
2
,
8
2
4
,
3
8
4

7
9
,
4
2
3

8
2
,
9
0
3
,
8
0
7

7
9
,
4
2
3

0
0

0

一
 
般

 
財

 
源

-27-



２
　
　
歳
　
入

（
款

）
1
6
　

県
支

出
金

 
 
（

項
）

 
3
　

委
託

金
単

位
：

千
円

節
補

 
正

 
額

区
　

　
分

金
　

　
額

(
 
累

 
 
計

 
)

 
1
　

総
務

費
委

託
金

3
9
7
,
5
6
1

7
9
,
4
2
3

4
7
6
,
9
8
4
 
4
選

挙
費

委
託

金
7
9
,
4
2
3
衆

議
院

議
員

選
挙

事
務

委
託

金
7
9
,
4
2
3
 

 
(
7
9
,
4
2
3
)

　
 
計

3
9
8
,
6
8
6

7
9
,
4
2
3

4
7
8
,
1
0
9

目
補

正
前

の
額

補
　

正
　

額
計

説
明
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３
　
　
歳
　
出

（
款

）
 
2
 
総

務
費

　
（

項
）

 
4
　

選
挙

費
単

位
：

千
円

補
　

正
　

額
補

 
正

 
額

 
の

 
財

 
源

 
内

 
訳

節
 
 
・

 
 
説

 
 
明

目
(

補
正

前
の

額
)

特
　

定
　

財
　

源
事

 
 
業

 
 
概

 
 
要

(
計

)
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

 
3
　

衆
議

院
議

員
選

挙
7
9
,
4
2
3

7
9
,
4
2
3

0
0

0
 
1
報

酬
3
,
0
1
8
 
(
選

挙
管

理
委

員
会

事
務

局
)

　
費

　
期

日
前

投
票

所
投

票
立

会
人

報
酬

6
9
2
 
○

衆
議

院
議

員
選

挙
事

業
7
9
,
4
2
3
 

(
0

)
県

支
出

金
(
6
9
2
)

(
7
9
,
4
2
3
)

7
9
,
4
2
3

 
 
7
2
人

 
1
報

酬
3
,
0
1
8
 

(
7
9
,
4
2
3

)
　

期
日

前
投

票
所

投
票

管
理

者
報

酬
4
0
7
 

(
3
,
0
1
8
)

(
4
0
7
)

 
3
職

員
手

当
等

2
5
,
0
9
3
 

 
 
3
6
人

(
2
5
,
0
9
3
)

　
投

票
管

理
者

報
酬

4
8
7
 

 
8
旅

費
7
7
 

(
4
8
7
)

(
7
7
)

 
 
3
8
人

　
1
0
需

用
費

3
,
9
2
4
 

　
投

票
立

会
人

報
酬

1
,
2
4
3
 

(
3
,
9
2
4
)

(
1
,
2
4
3
)
　

1
1
役

務
費

1
1
,
1
8
6
 

 
 
1
1
4
人

(
1
1
,
1
8
6
)

　
開

票
立

会
人

報
酬

1
7
8
 
　

1
2
委

託
料

3
1
,
3
1
6
 

(
1
7
8
)

(
3
1
,
3
1
6
)

 
 
2
0
人

　
1
3
使

用
料

及
び

賃
借

料
8
3
2
 

　
開

票
管

理
者

報
酬

1
1
 

(
8
3
2
)

(
1
1
)
　

1
7
備

品
購

入
費

3
,
9
7
7
 

 
 
1
人

(
3
,
9
7
7
)

 
3
職

員
手

当
等

2
5
,
0
9
3
 

　
時

間
外

勤
務

手
当

2
5
,
0
9
3
 

(
2
5
,
0
9
3
)

 
8
旅

費
7
7
 

　
費

用
弁

償
7
0
 

(
7
0
)

　
普

通
旅

費
7
 

(
7
)

1
0
需

用
費

3
,
9
2
4
 

　
消

耗
品

費
2
,
0
0
0
 

(
2
,
0
0
0
)

　
食

糧
費

3
3
1
 

(
3
3
1
)

　
印

刷
製

本
費

1
,
5
6
3
 

(
1
,
5
6
3
)

　
修

繕
料

3
0
 

(
3
0
)

1
1
役

務
費

1
1
,
1
8
6
 

補
 
正

 
額

(
 
累

 
 
計

 
)

一
般

財
源

区
　

　
分

補
 
正

 
額

(
 
累

 
 
計

 
)
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（
款

）
 
2
 
総

務
費

 
 
（

項
）

 
4
　

選
挙

費
単

位
：

千
円

　
通

信
運

搬
費

8
,
8
7
6
 

(
8
,
8
7
6
)

　
手

数
料

2
,
3
1
0
 

(
2
,
3
1
0
)

1
2
委

託
料

3
1
,
3
1
6
 

　
開

票
所

設
営

委
託

料
1
,
3
8
6
 

(
1
,
3
8
6
)

　
ポ

ス
タ

ー
掲

示
場

設
置

等
委

託
料

5
,
9
4
0
 

(
5
,
9
4
0
)

　
開

票
所

警
備

委
託

料
6
3
 

(
6
3
)

　
選

挙
用

器
材

運
搬

委
託

料
2
,
1
1
5
 

(
2
,
1
1
5
)

　
電

話
交

換
委

託
料

3
0
2
 

(
3
0
2
)

　
選

挙
事

務
従

事
者

派
遣

委
託

料
5
,
9
8
5
 

(
5
,
9
8
5
)

　
入

場
券

作
成

委
託

料
2
,
0
1
9
 

(
2
,
0
1
9
)

　
投

票
所

駐
輪

場
整

理
委

託
料

1
6
 

(
1
6
)

　
投

票
所

駐
車

場
整

理
委

託
料

3
8
8
 

(
3
8
8
)

　
選

挙
公

報
等

配
布

委
託

料
4
,
0
0
4
 

(
4
,
0
0
4
)

　
投

票
所

清
掃

委
託

料
2
1
 

(
2
1
)

　
期

日
前

・
当

日
投

票
管

理
シ

ス
テ

ム
保

守
委

託
料

7
,
9
1
2
 

(
7
,
9
1
2
)

　
選

挙
啓

発
用

横
断

幕
・

懸
垂

幕
作

成
等

委
託

料
6
0
2
 

(
6
0
2
)

　
期

日
前

投
票

所
ポ

ス
タ

ー
サ

イ
ン

作
成

等
委

託
料

5
9
 

(
5
9
)

ア
リ

オ
上

尾
床

シ
ー

ル
作

成
等

委
託

料
2
3
4
 

(
2
3
4
)

　
期

日
前

投
票

所
防

風
シ

ー
ト

・
誘

導
灯

設
置

等
委

託

料
1
0
7
 

(
1
0
7
)

　
清

掃
及

び
空

調
運

転
管

理
委

託
料

1
6
3
 

(
1
6
3
)
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（
款

）
 
2
 
総

務
費

 
 
（

項
）

 
4
　

選
挙

費
単

位
：

千
円

補
　

正
　

額
補

 
正

 
額

 
の

 
財

 
源

 
内

 
訳

節
 
 
・

 
 
説

 
 
明

目
(

補
正

前
の

額
)

特
　

定
　

財
　

源
事

 
 
業

 
 
概

 
 
要

(
計

)
国

県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

1
3
使

用
料

及
び

賃
借

料
8
3
2
 

　
個

人
演

説
会

等
会

場
借

上
料

7
2
2
 

(
7
2
2
)

　
選

挙
用

品
借

上
料

1
1
0
 

(
1
1
0
)

1
7
備

品
購

入
費

3
,
9
7
7
 

　
選

挙
備

品
購

入
費

3
,
9
7
7
 

(
3
,
9
7
7
)

7
9
,
4
2
3

7
9
,
4
2
3

0
0

0

　
　

計
(

4
0
,
8
6
8

)

(
1
2
0
,
2
9
1

)

補
 
正

 
額

(
 
累

 
 
計

 
)

一
般

財
源

区
　

　
分

補
 
正

 
額

(
 
累

 
 
計

 
)
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１
 
特

 
別

 
職

単
位
：
千
円

２
 
一

 
般

 
職

（
１

）
総

 
括

単
位
：
千
円

（
)

（
)

（
）

(
 
)
内
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
、
暫
定

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
で
外
書
き

1
,
3
7
2

比
　

　
　

　
　

較
0

0
0

2
5
,
0
9
3

2
5
,
0
9
3

0
2
5
,
0
9
3

補
　

　
正

　
　

前
1
,
5
0
1

1
,
3
1
6
,
0
4
1

5
,
4
7
2
,
3
8
7

補
　

　
正

　
　

後
1
,
5
0
1

1
,
3
7
2

4
,
1
4
7
,
0
8
0

1
0
,
9
3
5
,
5
0
8

2
,
8
8
7
,
3
5
6

1
3
,
8
2
2
,
8
6
4

備
　
　
　
　
考

職
 
員

 
数

（
人

）
給
　
　
与
　
　
費

共
 
済
 
費

合
　
　
計

報
　
酬

給
　
料

職
員
手
当

計

0
0

0
0

0
0

区
　

　
　

　
　

分

0
3
,
0
1
8

1
,
3
7
4

2
8
4
,
8
2
6

2
8
,
1
4
0

8
3
,
9
1
6

3
9
6
,
8
8
2

5
7
,
9
3
5

4
5
4
,
8
1
7

補
正

前

長
　

　
　

　
　

等
3

2
8
,
1
4
0

1
2
,
6
6
3

1
,
3
4
1

1
2
6
,
4
8
6

1
2
6
,
4
8
6

0
1
2
6
,
4
8
6

4
0
,
8
0
3

給
　

　
与

　
　

費
　

　
明

　
　

細
　

　
書

補
正

後

長
　

　
　

　
　

等
3

2
8
,
1
4
0

1
2
,
6
6
3

4
0
,
8
0
3

1
1
,
1
3
3

5
1
,
9
3
6

4
.
5
月
分

議
　

　
　

　
　

員
3
0

1
5
8
,
3
4
0

7
1
,
2
5
3

2
2
9
,
5
9
3

4
6
,
8
0
2

2
7
6
,
3
9
5

4
.
5
月
分

区
　

　
　

　
分

職
 
員

 
数

（
人

）

給
　
　
　
　
　
　
与
　
　
　
　
　
　
費

共
 
済
 
費

合
　
　
計

備
　
　
考

報
　

酬
給
　
料

地
域
手
当

期
末
手
当

年
間
支
給
率

計 1
2
9
,
5
0
4

0
1
2
9
,
5
0
4

計
1
,
6
5
5

2
8
7
,
8
4
4

2
8
,
1
4
0

8
3
,
9
1
6

3
9
9
,
9
0
0

5
7
,
9
3
5

4
5
7
,
8
3
5

そ
の

他
の

特
別

職
1
,
6
2
2

1
2
9
,
5
0
4

1
1
,
1
3
3

5
1
,
9
3
6

4
.
5
月
分

議
　

　
　

　
　

員
3
0

1
5
8
,
3
4
0

7
1
,
2
5
3

2
2
9
,
5
9
3

4
6
,
8
0
2

2
7
6
,
3
9
5

4
.
5
月
分

そ
の

他
の

特
別

職

計

比
　

較

長
　

　
　

　
　

等

議
　

　
　

　
　

員
0

0
0

0
0

0

そ
の

他
の

特
別

職
2
8
1

3
,
0
1
8

3
,
0
1
8

計
2
8
1

3
,
0
1
8

0
0

3
,
0
1
8

0
3
,
0
1
8

1
,
3
1
6
,
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議案第８８号 

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和６年１２月２日提出 

                  上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市児童館アッピーランド  

２ 指定管理者となる団体  

  東京都国分寺市光町二丁目５番地１  

  株式会社こどもの森  

  代表取締役 久 芳 敬 裕  

３ 指定の期間  

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市児童館アッピーランドの管理に関し、指定管理者を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。
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議案第８９号 

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

令和６年１２月２日提出 

                  上尾市長  畠 山  稔     

                 記  

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市児童館こどもの城  

２ 指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

  代表理事 井 上 建 一  

３ 指定の期間  

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市児童館こどもの城の管理に関し、指定管理者を指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。

-35-



諮問第２号 

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和６年１２月２日提出 

                  上尾市長  畠 山  稔 

 記 

 ○○○○○○○○○○○○ 

  堀 越 洋 子 

   ○○○○○○○○○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

人権擁護委員堀越洋子氏の任期は、令和７年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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